
いじめ防止等の対策のための組織

いじめ相談や疑われる事案が確認された場合

【いじめ相談を受けた場合】

速やかに管理職に報告 高校教育課へ報告

いじめ防止対策委員会のすみやかな招集

いじめ防止対策委員会での対応 【重大事態】

情報の収集・記録・共有

（当事者双方、周りの生徒から）

調査結果

等の報告

いじめと判断 秋田県教育委員会

指導体制・方針の決定 高校教育課へ報告

生 徒 関係機関との連携

保護者 ・教育委員会

・警察

いじめ解決への指導・支援 ・福祉・医療関係

・外部専門家

継続指導・支援

秋田県いじめ問題

対策審議会


